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 〇事務局職員出席者             

  事  務  局  長  羽 生 満 広 

  議 事 係 長  中 山 達 郎 

  書         記  寒河江 美 桜 

 

 〇議 事 日 程             

  第 １ 一般質問             

                              

開 議 午前１０時００分 

〇議長（藤野博三君） ただいまから令和６年余

市町議会第２回定例会を再開いたします。 

 ただいまの出席議員は16名です。 

 よって、定足数に達しましたので、会議は成立

いたしました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

                              

〇議長（藤野博三君） 日程第１、昨日に引き続

き一般質問を行います。 

 順次発言を許します。 

 発言順位５番、議席番号５番、内海議員の発言

を許します。 

〇５番（内海冨美子君） 令和６年第２回定例会

にさきに通告いたしました質問を申し上げます。

町長、ご答弁よろしくお願いいたします。 

 件名、余市町における地域公共交通と高齢者へ

の施策について。余市町は第５次余市町総合計画

をはじめ、令和６年度町政執行方針の都市計画に

関する施策では人口減少、少子高齢化、公共交通

ネットワークとの連携等を踏まえ、コンパクト・

プラス・ネットワークのまちづくりに努め、また

地域福祉に関する施策では福祉・保険に関するワ

ンストップ窓口の特性を生かした町民サービスの

向上、地域の包括的な支援・サービスを提供する

地域包括ケアシステムの充実に努め、高齢者が可

能な限り住み慣れた地域で、これまで培ってきた

経験や知識など有する能力で自立した生活を営

み、安心して暮らすことができるよう地域福祉の

推進に努めるとあります。次の４点についてお伺

いいたします。 

 １、公共交通対策の余市循環線の利用状況と今

後の運行、オンデマンド型交通への取組について。 

 ２、高齢者に対する食育の取組について。 

 ３、住居サポート住宅など単身高齢者への支援

強化について。 

 ４、高齢者に対する防災訓練の実施状況につい

て。 

 以上、１件質問をいたします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ５番、内海議員の余市町

における地域公共交通と高齢者への施策に関する

質問に答弁します。 

 １点目の余市循環線の利用状況と今後の運行、

オンデマンド型交通に関する質問ですが、令和５

年度の余市循環線の運行状況といたしましては、

合計1,810便が運行され、その輸送人員は１万

7,410人となっています。また、持続可能な交通手

段による公共交通空白地域の解消を図ることを目

的に、本年８月から来年２月までの７か月間町内

４地域を対象に利用者の自宅前と市街地の間を直

接輸送するデマンド交通の試験運行を予定してい

ます。今後は、余市循環線の在り方はもとより、

デマンド交通に係る検証などを行いながら、余市

町にふさわしい地域公共交通体系の在り方につい

てさらなる検討を進めます。 

 ２点目の高齢者に対する食育の取組ですが、特

定健診の結果に基づく支援や健康学習会の栄養相

談において食に関する正しい知識の普及啓発を行

っているところであり、今後も健康の維持増進に

つながる食事の取組を推進します。 

 ３点目の居住サポート住宅など単身高齢者への

支援強化についてですが、暮らしの基盤となる住

まいの確保支援については、社会保障施策の観点

からも大変重要と考えております。本町におきま

しても人口に占める高齢者の割合が年々増えてい

る状況下にありますが、今後におきましても住ま
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い、福祉関係の機関と共有しながら調査研究をし

ていきます。 

 ４点目の高齢者に対する防災訓練の実施状況に

ついてですが、町では年齢を問わず助け合う共助

意識の醸成を目的として、定期的に防災訓練を実

施しています。今後も全ての町民の安全、安心に

向けた防災訓練の実施に取り組んでいきます。 

〇５番（内海冨美子君） この循環型のバスの運

行ですけれども、積丹のほうから来る普通の公共

バスがあるところはそれを利用すればよいのです

けれども、それから先の富沢町の10丁目から14丁

目の付近には先ほど町長おっしゃってくださいま

したオンデマンド型の交通で運行空白地域の交通

手段を検討していらっしゃるということで、そこ

の辺りも該当するのでしょうか。そして、オンデ

マンド型の運行用には少し大きめのバスですと

か、そういったものを利用されるのかお伺いいた

します。 

〇町長（齊藤啓輔君） ５番、内海議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 今の状況ですけれども、デマンド交通の実施に

ついては、８月５日から何か月かにわたって運行

予定であって、運行地域は先ほど質問にある地域

でいいますと、港、富沢方面として港町区会、富

沢第４区会、梅川団地区会が新規の運行ルートと

して入っているわけです。車両については、バン

のような形の大型のバスではなく、ワゴン車のよ

うな形の車両を用いる予定です。 

〇５番（内海冨美子君） 空白地帯というか、そ

こにオンデマンド型のバスを運行していただける

のは、とても地域の皆さんも心強く思うことと思

います。 

 それで、これは１台で運行していくのでしょう

か。お伺いいたします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ５番、内海議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 これは、１台で運行するものです。 

〇５番（内海冨美子君） こちらの循環線の運行

はこれまでと変わらず、ルートも時間も今のペー

スで運行されるのですか。 

〇町長（齊藤啓輔君） ５番、内海議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 循環線は循環線でこれまでどおりです。 

〇５番（内海冨美子君） ありがとうございます。 

 それでは、２番目の高齢者に対する食育の取組

について。高齢者の福祉のところでもいろいろと

対応してくださっているのですけれども、多分食

育の観点からこれまでのいろいろなことは子供さ

んに対して取り組んで、成果も上げていらっしゃ

ることと思います。町長が第２次の食育推進計画

の巻頭の初めの言葉の中に高齢化の進展に伴う高

齢層への食育の重大性の増大と記されているので

すけれども、これを少しご説明いただきたい。ど

のような視点で重大性と捉えているのかお伺いい

たします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ５番、内海議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 高齢者に対する食事の指導に関する質問ですけ

れども、高齢に伴ってやはりかむ力ですとか体力

が衰えることによってフレイルというような状況

に陥るということが考えられるので、あとはもち

ろん肥満は万病のもとなので、一つは栄養不足に

なるということと、あと肥満になるということ、

これは相反する方向性ですけれども、それを同時

に解決していくことによって健康のまま年齢を重

ねていくというような状況にすることが非常に重

要なわけでありますが、そういう状況をつくって

いくために、食改という組織がありましたけれど

も、高齢化によって名前が変わってしまったわけ

ですが、そういう食事を通して健康を維持すると

いう団体がありましたし、今ももちろん任意で活

動はしているわけです。そのような指導を行って

いるところと協力しながら学習会や栄養指導など

を行っていくことによって、もちろん健康のまま
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年を重ねることによって医療費の削減もできます

し、自身が健康に幸せに暮らすことができるので、

そういう意味で食に関する知識の啓発というのは

大事だというふうに思っています。 

〇５番（内海冨美子君） まさしく加齢によるオ

ーラルフレイルやら、それからちょっとしたきっ

かけで低栄養に陥ることがあって、そこから抜け

出すにはきっかけ食ですとか、昔子供のときに食

べた、食事ができないときもこれなら食べられる

という食事ですとか、お友達と集まったり、家族

の中で一緒に食事をしても物語を語れる御飯、あ

のときああいう御飯を食べた、こんな御飯だった

よねというようなきっかけも食べる機能ですと

か、それから生きていく力になっていくだろうと

思います。食育に関しては、各省庁、それから栄

養学の観点ですとか、歯学会も食育学を大事にし

て、特に歯は命を食べることをサポートするとて

も重要なことだと指導されていて、ただ子供さん

たちに対する食育のステージアップと違って、高

齢者のためのそういった勉強というか、このほか

にも暮らしの保健室とかＮＰＯ法人というような

ものですとか、いろいろと食事のことですとか年

齢問わずに立ち寄ってもらって、お話しして、悩

みを解消して、食事の悩みですとかいろいろなこ

ともご相談できるような、そういう場所をつくっ

て提供されている先もございますので、余市町で

も介護計画ですとか本当に高齢者福祉に対しては

いろいろな施策を整えていらっしゃいますけれど

も、そこからもう少し間に抜けれる、ちょうどそ

ういう施設だとか、そういうところに行って過ご

すことができない、65歳からを高齢者と申します

のでしょうから、そういう方たちもそういったと

ころで食の意識を固めていかれたらいいなと考え

ております。 

 それで次に、居住サポート住宅の件なのですけ

れども、これまで独り住まいの高齢者が賃貸住宅

の入居希望があってもなかなか賃貸人の入居制限

があって、契約に至らない現状であったと知りま

した。そして、このたび５月30日に独り暮らしの

住宅サポートの関連法案が通過して、これまでの

セーフティーネット制度の居住支援協議会等の活

動の中で住宅確保要配慮者の方々がよりよく住ま

いを得ることができるようなシステムもあります

し、独り暮らしの方のこういった見守りとか、施

設も確かに高齢者の福祉計画の中では考えられ

て、住み慣れた町で暮らすための支援がされてお

りますけれども、施設に入るところまでにいかな

い方の、自分で自力で独り暮らしを進めていきた

いというような方々のサポートができてまいりま

したので、町としてもその件についてお考えが、

思いがありましたらお伺いいたします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ５番、内海議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 町としては、やはり高齢化が進むに当たって居

住支援の必要性とかが出てくる場合には関係機関

とも情報共有しながら、対策については担当課の

ほうできちんと検討していくということをやって

いっていくということであります。 

〇５番（内海冨美子君） それでは次に、高齢者

に対する防災訓練の実施状況についてですが、昨

日の新聞にも載っておりましたけれども、なかな

か高齢者の方というのは災害の備えについて遅れ

があると白書で、2020年版の高齢者社会白書で高

齢者の増加が見込まれて、独り暮らしの高齢者に

配慮した対策の推進が重要と指摘されておりまし

た。余市町でも令和６年２月の修正された防災マ

ップで学習会など開いてくださって、改めて地域

の力、自助、共助、公助の要素をバランスよく組

み合わせることで災害に強いまちづくりができ、

それが住民の命を守る力だと実感いたしました。

防災の中でも避難には４つの行動があるといろい

ろと教えていただきましたが、本当に私が考えて、

いつも思っているのは近くの区会の皆さんと何か

避難するときのリュックとか避難用のものを用意
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して、それで背負ってみて、本当に避難できるの

かとか、それから服装のことですとか、何か大切

なこととか、一度体験しておくと有事の際にすっ

きりというか、動くことができるのではないかと

考えております。それで、地域区会での高齢者の

意識を高めるために訓練の実施についてどんなふ

うにお考えなのか質問いたします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ５番、内海議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 区会での防災訓練ということですけれども、町

のほうには自衛隊出身の防災マネジャーもいます

ので、専門知識を持った方がおるので、彼を派遣

して、きちんと防災意識の向上ですとか、実際の

実用的な防災の訓練をやるというようなことを心

がけているわけでございます。 

〇５番（内海冨美子君） 私が住まいしていると

ころは土砂崩れの地域に指定されているところで

すけれども、いろいろと災害が起こって、余市は

本当におかげさまでまだ地震があっても土砂崩れ

とか、なかなか余市の町は本当に大きな災害に遭

っていないので、ありがたいことだと思っており

ます。 

 前回質問された方もいらっしゃいますけれど

も、前回私が12月に区会の働き、それから連絡員

さんの方たちの力を借りながら区会単位の活動の

重要性を質問させていただきまして、それでなか

なか障害のある方の避難とかにも、連絡のことで

すとか、そのためにも身近なところから自分たち

でできるところ、それからもちろん役場の皆様、

それから民生委員の方々のデータとかを教えてい

ただいて、協力を得て、住民の命を守る柱になっ

たらと思います。 

 最後に、私たちをはじめですけれども、今の高

齢者世代の、大変辛抱強い人たちが多いと思いま

す。そして、ちょっと余談ですけれども、せんだ

っての新しい道の駅のときに質問されていた方が

余市の老人力、力があると。それを生かしてとい

うお話をされていました。自分たちの力を信じて、

皆さんと安全に過ごしていけたらと考えておりま

す。 

 以上、終わります。 

〇議長（藤野博三君） 内海議員の発言が終わり

ました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時２２分 

                              

再開 午前１０時３５分 

〇議長（藤野博三君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行いたします。 

 発言順位６番、議席番号８番、川内谷議員の発

言を許します。 

〇８番（川内谷幸恵君） 令和６年第２回定例会

におきまして、さきに通告いたしました質問をさ

せていただきます。 

 件名、本町の交通安全対策について。今全国的

に交通事故が頻発しており、現実、毎日痛ましい

事故が起き、テレビ、新聞で報道されています。 

 １、観光シーズンを迎え、高速道路の供用開始

と連動し、駅前を中心に国道が渋滞する現象が発

生し、一部車は町道を迂回する状況です。本町と

して事故防止と渋滞緩和について関係機関との取

組についてお伺いします。 

 ２、町道旧国道５号線に関して、大型車（４ト

ン以上）進入禁止になっているが、誤って進入す

るおそれがあるため、ドライバーに分かりやすい

標識や改善処置が必要ではないかと考えますが、

町長の見解をお伺いします。 

 件名、新規漁業者に対する助成について。本町

でも人口減少問題についてはいろいろな課題を抱

えているのは承知しています。定住者が増えるよ

うな施策も必要と思います。本町の基幹産業であ

る農業、漁業従事者の減少も考えなければならな

いと思います。 
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 １、国も本町も新規農業者に対して助成制度が

あり、新規漁業者に対しては国の制度で返済があ

る助成制度がありますが、本町の取組についてお

伺いします。 

 ２、近隣町村では新規漁業者に対して関係機関

の推薦を受けた者に上限を定め、助成金の交付を

しているが、従事者問題に対して施策になり得る

と思うが、町長の見解をお伺いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ８番、川内谷議員の交通

安全対策に関する質問に答弁します。 

 １点目の渋滞緩和に関する質問ですが、余市イ

ンターチェンジ開通に伴い、大型連休時などには

町内各所で車両の混雑が生じていることから、そ

の改善に向け国、道、余市町、ネクスコ東日本、

北海道警察の５者による協議を継続して実施して

おり、この協議を踏まえ、余市インターチェンジ

における料金所の運用変更、誘導看板の設置、信

号現示などの見直し、それぞれができ得る限りの

取組を実施しています。その結果、車両混雑の減

少が見られるなど一定の改善効果が見られてお

り、今後とも関係機関と協議の上、所要の対策を

実施していきます。 

 ２点目の町道旧国道５号線についてですが、質

問にあります特定の自動車の通行止めの標識に関

しては、北海道公安委員会の管轄であり、要望す

る場合については警察が窓口となっていることか

ら、地域を管轄する余市警察署を通じてお伝えし

ます。 

 次に、新規漁業者に対する助成についての質問

ですが、１点目と２点目は関連がありますので、

併せて答弁します。本町の取組としては、地域お

こし協力隊制度を活用し、余市町水産支援員とし

て漁業や漁法に関する研修を通じて、必要な知識

と技術の習得や船上での漁業支援活動を経験する

ことで漁業に従事しやすくなるような取組を図っ

ているところです。活動期間終了後に漁業者とな

る際は、協力隊員の起業に要する経費を活用でき

ることから、隊員の意向も確認しながら効果的な

活用を図ってまいります。今後も近隣町村の動向

など踏まえながら、本町にとって有効な取組につ

いて検討していきます。 

〇８番（川内谷幸恵君） 交通安全対策について

で、５者と協議し、見直し、改善を図っていると

いうことなので、こちらは了解しました。 

 ２番の町道旧国道５号線に関しても警察のお仕

事であるかとは思うのですが、歩行する町民の命

を守るということも本町の役割の一つかと思うの

で、そういうことがあるよということを本町から

警察のほうにお話をして、協力体制がより強く取

れると思うので、こちらも今後お願いします。町

道旧国道５号線に関して、警察の仕事にはなりま

すが、町長の見解をお伺いしたいです。 

〇町長（齊藤啓輔君） ８番、川内谷議員の質問

に答弁させていただきます。 

 先ほどと同じ答弁なのですけれども、警察を通

じてお伝えするということに尽きるかと思いま

す。 

〇８番（川内谷幸恵君） 今後も警察と連携して、

渋滞緩和や町民の事故につながらないようによろ

しくお願いします。 

 新規漁業者に対する助成についてですが、地域

おこし協力隊というお話ですが、そことは別で町

外から漁師をしたいという方がいたら、協力隊で

はなく、本格的に漁業に携わっていきたいという

方もいらっしゃると思うのですが、町外から来た

ときに、農業は家賃助成制度など導入されており

ますが、水産業に関してはあまり施策が少ないよ

うに思えるので、今後新規漁業者、水産に対して

本町ももう少し力を入れてほしいと思いますが、

見解をお伺いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ８番、川内谷議員の質問

に答弁させていただきたいと思います。 

 漁業方面に力入れていないような言い方ですけ

れども、ちゃんとやってはいます。新規漁業者に
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関しても国の制度もありますし、もちろん漁組に

対しての支援も行っておりますし、協力隊以外と

いうことですが、協力隊を通じてに関しても実際

に人にお金を張りつけているわけなので、これは

結構漁組のほうからも非常に助かっているような

話は聞きます。いずれにせよ、国の、それこそ農

業支援のほうも国の予算が主なわけですけれど

も、漁業に関しても国のほうの制度がありますの

で、そういうのとも連携しながら何が一番有効と

いうのは引き続き担当のほうでも検討していくか

というふうには思います。 

〇８番（川内谷幸恵君） 誤解を招くような言い

方をしてしまったかもしれないのですが、農業よ

りも水産業のほうがちょっと少ないように感じる

のは私だけなのかもしれないですけれども、国、

道もいろいろな新規漁業者に対しての支援も徐々

に増えつつあるのかなと調べる上で見えてきてい

るのですが、それと国と道とは別に北海道では39、

今年またプラス１つぐらい増えたはずなので、

40市町村ほどが新規漁業者に対して研修案内、助

成金、定住条件で家賃補助などを市町村で行って

いることが分かっています。定住に関して言えば、

本町は子育て支援も充実しているので、漁業をや

りたい家族持ちに対しては選択肢の一つとして広

がると思うのですが、定住者が増える可能性も含

んでいると私は感じています。今後検討していた

だけないかを見解お伺いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ８番、川内谷議員の質問

に答弁させていただきたいと思います。 

 漁業をやりたい若者がいれば、随時相談に来て

いただければいいかと思うのですけれども、実際

の運用について話すと、漁業支援員の地域おこし

協力隊を募集したときもなかなか決まらずにいた

というような経緯があるわけです。なので、現状

の制度でも一応カバーはできているけれども、需

要がないところにそんな新規の施策というのはな

かなか成立しないと思いますので、いずれにせよ

漁業についても様々な支援、取組は余市町として

は既にやっているところです。それに加えて、さ

らに必要だということであれば、きちんと漁組の

ほうとも議論しながら、どういう支援がより必要

なのかというのは今後検討していくことになるか

と思います。 

〇８番（川内谷幸恵君） 需要がない、確かにな

かなか漁業というのは選択肢として難しい職業で

はあるとは思うのですが、高校を卒業してからす

ぐ漁師になりたいのだという子も中にはいるよう

で、やっぱり漁業に関してはちょっとやるといっ

てもいろいろお金がかかる問題がすごく多いの

で、そこを何とかフォローできるように大学生と

かの漁業体験を受け入れるとか、そういう需要が

増えるような施策もあってもいいのではないかと

思うのですが、町長の見解をお伺いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ８番、川内谷議員の質問

に答弁させていただきたいと思います。 

 漁業に関しては、一元的に漁業協同組合のほう

でいろいろな施策をやっていただくことだと思っ

ていまして、そこと協力しながら余市町は様々な

支援をやっているわけです。いずれにせよ、先ほ

ど来申し上げているとおり、必要な支援について

は漁組に対して行っているわけなので、人に対し

てもそういうことが必要だということであれば、

町としてはきちんと意見も吸い上げているという

ことでございます。 

〇８番（川内谷幸恵君） そういう状況把握する

のは漁組さんが一番分かっていると思うので、今

後も漁組さんと連携をし、漁業をやりたいという

方を少しでも本町でも応援できるような体制づく

りを今後とも検討していただきたいと思いますの

で、町長の最後見解をお伺いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ８番、川内谷議員の質問

に答弁させていただきたいと思います。 

 引き続き漁組ともしっかり連携しながら、常に

連携していますけれども、連携しながら必要な施
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策を行っていくということでございます。 

〇８番（川内谷幸恵君） こういう支援を受け入

れるということは、漁組さんからの推薦が必須に

なってくると思うので、漁組さんからもこういう

漁師さんになりたい子がいるのだよって言われた

ときにはぜひ本町でも力を入れて応援していただ

けるようお願いします。 

 以上で終わります。 

〇議長（藤野博三君） 川内谷議員の発言が終わ

りました。 

 発言順位７番、議席番号13番、ジャストミート

あたる議員の発言を許します。 

〇13番（ジャストミートあたる君） 一般質問通

告書に基づき質問させていただきます。 

 件名、図書館のＮＨＫ受信料とその経過につい

て。３月に開催された予算特別委員会にて図書館

のＮＨＫ受信料について質問いたしました。他の

施設の予算書にはＮＨＫ受信料と記載されていた

が、図書館には視聴覚コーナーがあるのに受信料

の項目がありませんでした。受信料の支払いにつ

いて社会教育課長にお聞きしたところ、テレビで

はない、テレビ視聴できないモニターとの回答を

いただきました。その後図書館に赴き、図書館の

方に許可をいただき、視聴覚コーナーの確認をさ

せていただきました。すると、モニター専用では

なく、ビーキャスカードが挿入されているテレビ

でありました。町長は受信料についてはＮＨＫに

聞いてくれと言われましたので、ＮＨＫ北海道に

お聞きしたところ、平成18年、契約解除、平成23年、

アンテナ撤去との回答をいただきました。しかし

ながら、図書館の屋根にはいまだ通常アンテナと

衛星用アンテナが現存しており、屋内には撤去と

されていたアンテナ差し込み口を確認しました。

そこで、次項のことを伺いたい。 

 １、ＮＨＫにより設備等のチェックが図書館に

入ったようだが、現状で受信料は発生するのか、

しないのか。 

 ２、平成18年、契約解除、平成23年、アンテナ

撤去とあるが、事実か。 

 ３、平成18年、契約解除、平成23年、アンテナ

撤去の経緯はどうだったのか。 

 ４、町として現状の図書館のアンテナをどう認

識していたのか。 

 ５、図書館の屋内アンテナ差し込み口にテレビ

を接続し、電源を入れるとテレビは映るのか。 

 次、図書館の夏の湿度と設備について。現在図

書館には熱交換器があるようですが、以前から故

障状態が続き、廃熱と除湿ができていないような

のです。そうなると、当然書庫内の湿度は高いま

まになり、本の大敵であるカビの温床となります。

実際に書庫内を数か所案内され、書籍の状態を拝

見させていただきました。本の側面には細かな粒

状のカビが点在し、その数も数十冊に及んでおり、

別の棚に区別されておりました。中でも図書館員

の方が最も心配されていたのは、余市町の歴史が

記録された書物が湿度とカビで著しく劣化してい

くということでした。そこで、次項のことを伺い

たい。 

 １、図書館の熱交換器がずっと故障状態にある

のは事実か。 

 ２、図書館にある余市町にとって重要な書籍が

劣化の危機にあることは認識されているか。 

 ３、今まで湿度による書籍の劣化にはどのよう

に対応してきたのか。 

 ４、図書館の湿度対策は今後考えているか。 

 ５、熱交換器の修理が短期で無理なら、簡易除

湿機の購入、設置はできないか。 

 次、無料配送システムを使った乳幼児、高齢者

おむつ定期便について。去年の９月の定例会にて、

余市独自の子育て応援という件名にておむつ定期

便を提案させていただきました。あれから日がた

ち、町長は考えているところですとおっしゃいま

した。経過はいかがでしょうか。そして、民生教

育常任委員会では、高齢者の補助にも現金給付と
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いう話を聞きました。以前にもお伝えしたとおり、

おむつは買物の中でも容量が大きく、持ち帰りが

困難な商品の一つであります。高齢者のおむつの

場合、さらに容量は大きくなります。子育て、介

護の当事者負担を減らすために、また行政の負担

を減らすために無料配送システムの活用を再び提

案します。トドックでは、小さいお子様がいる家

庭や60歳以上の組合員は配送料、配達手数料の免

除や減額をしています。業務手数料、委託料が発

生しないと思われる乳幼児、高齢者おむつ定期便

を再度提案したいが、所見を伺いたい。 

 次、北星余市高校生徒の大麻所持・使用問題等

による補助金の妥当性について。４月26日の北海

道新聞にて北星余市高校の生徒３人が大麻をネッ

トで購入し、町内の海岸にて吸引、退学処分を受

ける報道がなされました。私は、以前から北星余

市高校の補助金の妥当性に疑問を感じていまし

た。そして、何度か提言したのですが、前段階で

受け入れてもらえず、答弁すらいただけない状態

でした。そして、今回報道されたような大麻所持、

使用問題が広く知られることとなり、改めて年間

約80万円の補助金は妥当なのかを問いたい。問題

を起こした高校よりも余市町で育っていく小学

生、中学生、それを支える子ども食堂に予算を割

くべきと思われますが、見解を伺いたい。 

 次、今と昔のソーラン祭りの違いについて。第

56回北海ソーラン祭りの開催が近づいてまいりま

した。毎年どのように開催されるか見てきました

が、年を重ねるごとに小規模化、催し事も少なく

なってきているように思います。以前は大川アー

ケード商店街を歩行者天国にし、伸び伸びと遊べ

る空間が提供されていました。パレードも輪踊り

になり、ソーラン祭りの醍醐味である竜の山車も

動かなくなってしまいました。今年も去年と同様、

ＪＲ余市駅横特設会場にての開催となっていま

す。花火大会は５年ぶりに復活し、コロナ前の盛

り上がりに近づいたように思いますが、いかんせ

ん本祭のスケールダウン感は否めません。そこで、

次項を伺いたい。 

 １、昔のように歩行者天国区域をつくり、広々

とした会場設営はできないか。 

 ２、ソーランパレードが行われなくなった理由

は何か。 

 ３、ニシン漁やソーラン節にこだわらず、他の

地域から若者を呼べるようなイベント、例えばコ

スプレ、仮装パレード等は取り入れられないもの

か。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

〇町長（齊藤啓輔君） 13番、ジャストミートあ

たる議員の無料配送システムを使った乳幼児、高

齢者おむつ定期便に関する質問に答弁します。 

 高齢者へのおむつ支援事業については、余市町

社会福祉協議会が事業を実施しています。余市町

は手厚い子育て支援を行っていますが、無料配送

システムを使ったおむつの定期便については既に

民間による多くのサービスがありますので、民間

との情報共有に努めながら、引き続き効果的な支

援について研究していきたいと思います。 

 次に、北星余市高校への補助金に関する質問に

答弁します。令和６年度の余市町私立学校補助金

については、北星学園余市高等学校より交付申請

書の提出を受け、現在申請内容の精査を行ってお

り、審査の結果交付すべきものと認められる場合

には、予算の範囲内において補助金を交付するこ

ととなります。 

 次に、ソーラン祭りの質問に答弁します。１点

目の昔のような歩行者天国区域をつくった広々と

した会場設営についてですが、過去には道道を封

鎖して会場設営を実施していた経過もありました

が、現在ではそういった幹線道路を規制しての開

催については迂回路確保の問題などもあり、困難

であると考えます。なお、今年度についても一部

町道を封鎖しての開催となることから、事前に余

市警察署と協議を重ね、安全を確保し、開催しま
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す。 

 ２点目のソーランパレードが行われなくなった

理由についてですが、年々区会や民間団体からの

パレード参加者が減少し、踊り手の確保が困難と

なったことや山車の老朽化、予算規模の縮小が主

な原因です。また、以前までは国道を一部閉鎖し

てのパレードを実施していたところですが、実施

に係る警備費用や安全性の確保などについて北海

ソーラン祭り実行委員会における協議を重ね、残

念ながら中止となったところです。 

 ３点目のニシン漁やソーラン節にこだわらず、

他の地域から若者を呼べるようなイベントについ

てですが、北海ソーラン祭りについては北海道の

文化遺産、北海道民謡ソーラン節の継承、普及を

図るとともに、本町の産業、文化の振興、町民福

祉の増進を図ることを基本目的として長きにわた

り開催しているところであり、今年度についても

これまでの伝統を継承し、町内の子供たちによる

ソーラン輪踊りやソーラン太鼓の演奏などを中心

に開催する予定です。ご提案いただいたコスプレ

や仮装パレードのイベントについては、民間主導

により開催されるなど、町のにぎわい創出につな

がることが望ましいと考えます。 

 なお、教育委員会につきましては、教育長より

答弁します。 

〇教育長（前坂伸也君） 13番、ジャストミート

あたる議員の図書館のＮＨＫ受信料とその経過に

ついてご質問に答弁申し上げます。 

 １点目から５点目のご質問につきましては全て

関連がございますので、一括して答弁させていた

だきます。本年３月に開催されました令和６年度

余市町各会計予算特別委員会でご質問を受け、そ

の後ＮＨＫ受信契約の必要の可否について日本放

送協会札幌放送局に現地調査を依頼し、受信機器

等の接続確認を行っていただき、調査結果として

平成18年度に契約解除を行っている施設であり、

受信契約の必要もなく、受信料も発生しない施設

であるとの回答を得たところでございます。なお、

アンテナとケーブル差し込み口は現在も設置され

ておりますが、テレビ受信が不可能な状態にあり

ますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

 次に、図書館の夏の湿度と整備についてのご質

問に答弁申し上げます。１点目の熱交換器の故障

についてでございますが、熱交換器につきまして

は平成３年の図書館開設時に設置いたしました

が、現在は故障状態にございます。２点目と３点

目のご質問につきましては、関連がありますので、

一括して答弁させていただきます。書籍が経年劣

化することは承知しておりますが、劣化への対応

につきましては窓の開閉等による換気や毎月１回

の図書整理と２年に１回特別図書整理として１週

間かけ本棚にあります本の移動等を行い、空気に

触れる環境づくりに努めております。 

 ４点目と５点目のご質問につきましても関連が

ありますので、一括して答弁させていただきます。

湿度対策につきましては、今後におきましても現

在実施しております対応を継続して行うととも

に、必要に応じて機器の設置についても検討して

まいりたいと考えておりますので、ご理解を賜り

たいと存じます。 

〇13番（ジャストミートあたる君） まず、図書

館のＮＨＫ受信料についてなのですが、なしと結

果が出たというのが大変驚いております。という

のも、アンテナがあって、差し込み口があって、

同じ屋根の下、同じ家屋内、そこにビーキャスカ

ードが刺さって、テレビが映る状態のものがあれ

ば、料金が発生するというふうに私はＮＨＫ北海

道には確認を取っております。その条件に当ては

まっているのになしになるということは、同じ条

件で一般家庭でもこれ発生しないということにな

るのです。つまりアンテナの差し込み口から電源

を抜いて、テレビを置いておけば払わなくていい

のだ、こういったことになるのですが、アンテナ

口に、故障状態、これ本当に確認されたのですか、
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テレビに関しては。 

〇教育長（前坂伸也君） 13番、ジャストミート

あたる議員の再度のご質問に答弁をさせていただ

きます。 

 繰り返しになりますが、ＮＨＫが現地調査をし

て、受信状況も確認した上で受信料が発生しない

施設であるという回答を得たところでございま

す。 

〇13番（ジャストミートあたる君） 図書館は以

前免除措置というものが取られておって、これは

テレビの普及前に限って免除措置が取られており

ました。昭和53年にテレビの普及があったという

ことで、全面的に図書館は免除措置が廃止になっ

ております。なので、基本的に料金は発生するの

です。つながっておるのでほかの自治体も図書館

の受信料は恐らく払っております。なのですが、

つながっていなければ払わなくていいというふう

になっているのがどうも合点がいかないのです。

放送法第64条には、ＮＨＫの放送を受信すること

ができるテレビをお持ちの場合、受信契約をしな

ければならない。受信料を支払わなければならな

いとなっているのに、ＮＨＫ北海道はどういった

内容で払わなくていいというふうになったのか詳

しくお教えください。 

〇教育長（前坂伸也君） 13番、ジャストミート

あたる議員の再度のご質問に答弁を申し上げま

す。 

 繰り返しになります。ＮＨＫで現地調査を受け、

テレビ受信が不可能な状態にあるということでの

判断を受け、この受信料は発生しない施設という

ことでの回答を得ているところでございます。 

〇13番（ジャストミートあたる君） 不可能な状

態について、立ち会ったと思われますが、その理

由、どうして、つまりテレビがつかなかったのか、

アンテナが壊れていたのか、中の配線が切れてい

たのか、そういったところは調査されたのでしょ

うか。 

〇教育長（前坂伸也君） 13番、ジャストミート

あたる議員の再度のご質問に答弁を申し上げま

す。 

 現地調査をして、受信されるかどうかの調査を

して、不可能な状態にあったということでござい

ます。 

〇13番（ジャストミートあたる君） 分かりまし

た。これ以上聞いてもそれ一点張りだと思うので、

次に行きたいと思います。 

 平成18年、契約解除、平成23年、アンテナ撤去

とありますが、アンテナ撤去のほうが先なのでは

ないですか、普通は。これ契約解除してからアン

テナ撤去というのがどうもおかしいなと思うので

す。これ事実、18年、契約解除、23年、アンテナ

撤去って、この年数と解除と撤去の内容は合って

いますでしょうか。 

〇教育長（前坂伸也君） 13番、ジャストミート

あたる議員の再度のご質問にご答弁を申し上げま

す。 

 まず、平成18年度以降受信契約を継続していな

いことから、契約の解除については間違いのない

事実だと認識をしております。ご質問の平成23年

度のアンテナ撤去につきましては、先ほど答弁で

申し上げましたとおり、今現在アンテナは設置さ

れておらず、撤去の申請を行った事実も確認はさ

れておりません。 

〇13番（ジャストミートあたる君） 契約解除の

後にアンテナ撤去、つまり平成23年のアンテナ撤

去というのは、これ事実ではないということでよ

ろしいのでしょうか。 

〇教育長（前坂伸也君） 13番、ジャストミート

あたる議員の再度のご質問に答弁をさせていただ

きます。 

 現在アンテナは設置されております。これは事

実でございます。あとは、ＮＨＫに撤去の申請を

行ったという事実は、確認はされておりません。 

〇13番（ジャストミートあたる君） では、ＮＨ



 

－114－ 

  

Ｋ北海道が言った平成23年、アンテナ撤去という

のは、これＮＨＫ北海道がうそついているという

ことでしょうか。 

〇教育長（前坂伸也君） 13番、ジャストミート

あたる議員の再度のご質問に答弁をさせていただ

きます。 

 アンテナの撤去の申請を行った事実は、確認は

されておりません。 

〇13番（ジャストミートあたる君） 分かりまし

た。 

 では、次の５番に行きたいと思います。これは、

ＮＨＫ北海道が調査した後に電源入れて、映った

かどうか試しましたでしょうか。 

〇教育長（前坂伸也君） 13番、ジャストミート

あたる議員の再度のご質問に答弁をさせていただ

きます。 

 現地調査のときにそういった差し込み口の確認

もし、接続をし、映像が映らなかったということ

で認識をしております。 

〇13番（ジャストミートあたる君） ＮＨＫ北海

道がそう言うならば仕方ないのですが、徴収する

側が要らないと言ったら要らないということにな

るのですけれども、設置状況調査というのがござ

いまして、余市町からＮＨＫに書面で送っている

ようなのです。これは、ＮＨＫから送られてきた

書面に行政側が、各施設が何台テレビを設置して

いるかということを書いて送り返してという、言

わば性善説に基づいて送られたものなのですが、

この状態で平成18年以降テレビはないという状態

で設置状況調査を送っているのでしょうか。 

〇教育長（前坂伸也君） 13番、ジャストミート

あたる議員の再度のご質問に答弁をさせていただ

きます。 

 平成18年度に受信機を撤去し、テレビが視聴で

きる状態でない時点で契約を解除したものと認識

をしております。 

〇13番（ジャストミートあたる君） 受信機を撤

去とありますが、これ撤去されていないですよね。

ビーキャスカードが挿入されているものが10台、

１から10番まで視聴覚コーナーにありますが、こ

れ今撤去されたとおっしゃっていますが、撤去さ

れていませんけれども、どうでしょう。 

〇教育長（前坂伸也君） 13番、ジャストミート

あたる議員の再度のご質問に答弁をさせていただ

きます。 

 テレビを視聴する目的を持った受信機を撤去し

たということでございます。あとは、繰り返しの

答弁になりますが、このたびＮＨＫのほうで現地

調査をして、現状確認をした上で受信料が発生し

ない施設であると回答を得ているところでござい

ます。 

〇13番（ジャストミートあたる君） あまり納得

のいく答えではなくて、つまり図書館と同じ状況

に置けば一般家庭でも受信料は払わなくていいと

いうことに僕は思ってしまうのです。何か忖度が

あったように僕は思えます。非常に納得のいかな

い答弁でございますが、時間の関係上次行きます。 

 次の図書館の夏の湿度と設備についてでござい

ますが、熱交換器は、ずっと故障状態にあると。

これいつ頃から故障状態にあるのか分かりますで

しょうか。 

〇教育長（前坂伸也君） 13番、ジャストミート

あたる議員の再度のご質問に答弁を申し上げま

す。 

 先ほど答弁をいたしましたが、平成３年の図書

館開設に設置をしておりますが、具体的にいつ故

障したかについては把握をしておりません。 

〇13番（ジャストミートあたる君） ２番とか５

番とか前後してしまうのですが、湿度対策は今ま

でどおり窓を開けるとありますが、私ちょっと見

せてもらったのですが、袋小路になって、窓がな

いところなのです。窓ないところで窓開けて換気

を促すというのは腑に落ちないのですが、いかが

でしょう。 
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〇教育長（前坂伸也君） 13番、ジャストミート

あたる議員の再度のご質問に答弁をさせていただ

きます。 

 確認いただいた部屋につきましては窓はござい

ませんが、ドアが２か所ございますので、ドアを

開放することによって換気をしております。 

〇13番（ジャストミートあたる君） ドアの位置

も私見せてもらって、把握しておりますが、Ｌ字

形になっているのです。書庫があるのが奥なので

す。手前のドア２枚開けたところで奥の換気はな

されないので、扇風機とか熱交換器の修理とか、

そういったものでやっぱり換気しないとどんど

ん、どんどんかびていくのです。まだ初夏ですけ

れども、夏になると川も近いことから湿気が入っ

てくるという図書館員の方からの申出もありま

す。なので、今でいう継続すると、余市の歴史書

というやつ、湿気によって、それがカビと劣化の、

助けてくれと言っているのです。これ教育長、一

度というか、現場に行ったことありますでしょう

か。 

〇教育長（前坂伸也君） 13番、ジャストミート

あたる議員の再度のご質問に答弁をさせていただ

きます。 

 当然のことでございますが、現場を確認して、

書籍等の確認もしておりますし、担当職員の話も

よく聞いております。 

〇13番（ジャストミートあたる君） 担当職員は、

それでドアを開けて、換気で大丈夫、それで何と

かなると言ったのでしょうか。 

〇教育長（前坂伸也君） 13番、ジャストミート

あたる議員の再度のご質問に答弁させていただき

ます。 

 今現在戸を開けて換気をしている、さらには図

書整理等で空気に触れる機会を増やす等々の対応

をさせていただいているところでございます。現

状では、そういったカビを防ぐような対応してい

るということでございます。 

〇13番（ジャストミートあたる君） 今質問と答

えが全然違うのですが、図書館員はそれでよしと

しているのかという質問です。 

〇教育長（前坂伸也君） 13番、ジャストミート

あたる議員の再度のご質問に答弁をさせていただ

きます。 

 図書館員、今現在そういった対応をしておりま

すので、継続してそういう対応することによって

図書の劣化を防ぐということで、それは私も確認

をさせていただいております。 

〇13番（ジャストミートあたる君） いいですか。

図書館員は、その方法でカビは防げるとおっしゃ

っているのですかという質問です。 

〇教育長（前坂伸也君） 13番、ジャストミート

あたる議員の再度のご質問に答弁をさせていただ

きます。 

 そのような対応でカビを防ぐよう努力をしてい

るということでございます。 

〇13番（ジャストミートあたる君） 違う、違う。

どうしているかではなく、どうしているのではな

く、図書館員はそれで、言わば図書館、常に本と

接している方はそれで本のカビは防げて、この状

態で満足していますよ、それでやっていきます、

いいですよというふうに、言わば納得しているこ

と……聞いたとおっしゃいましたよね、さっき。

図書館員にみんな聞いて、現場にも聞いた、現場

にも行きましたという話をさっき言われました

が、図書館員は今の状態でやっていける、それは

納得しているとおっしゃっているかどうかです。

つまり言っているかどうか。 

〇教育長（前坂伸也君） ジャストミートあたる

議員の再度のご質問に答弁をさせていただきま

す。 

 図書館員は、日々図書の劣化を防ぐよう努力も

しているところでございます。そういった今まで

対応していることによって劣化も防げているもの

と認識をしております。私、図書館管理の最高責
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任者でございますので、そういったことも含めて

図書館員には指示、私の指示の下、劣化防止対策

を徹底しているということでご理解をいただきた

いと思います。 

〇13番（ジャストミートあたる君） ドア、一つ

は事務所につながっているところと、もう一つは

車庫につながっているドアだと思うのですが、車

庫は常に閉まっていますよね。あれ車庫閉まった

状態でドア開けても換気はできないと思われるの

です。さらに、その横にもう一つ、車庫の奥にも

う一つ部屋があって、完全に物置で、言わば窓も

ない、ドア一つだけの状態のところに本が押し込

められているところも私は見させていただきまし

た。何でも図書館員の悲痛な声でこっちも見てく

れと。袖を引っ張られて、こっちもこっちもと言

って、今教育長がおっしゃったような十分な対策

をしているとは到底思えないです。車庫にもかび

た本が山積みになっており、奥の書庫にもカビが

生えた本があり、なおかつメインの大きい書庫に

もカビの生えた本が棚に数十冊あった状態を僕見

ていますので、今教育長の言った十分な対策をし

ているとは到底思えません。これに対してどうで

すか。 

〇教育長（前坂伸也君） 13番、ジャストミート

あたる議員の再度のご質問に答弁をさせていただ

きます。 

 換気する場合は、当然車庫、シャッターを開け

て換気しております。車庫のシャッターを開ける

ことによって十分換気はできるものということで

認識をしておりますし、廃棄処分をする書籍もそ

ういった部分では一部ためておりますので、そう

いった書籍については、著しく劣化をしているも

のと考えております。あとは、管理の部分につい

ては私が図書館の最高責任者でありますので、私

の指示の下、図書館の職員は適切に対応している

ものというふうに考えております。 

〇13番（ジャストミートあたる君） これ以上言

っても無駄だなと思うので、やめておきます。話

にならないなというところでございます。町長に

お願いしたいのですが、熱交換器の修理と簡易除

湿機を一台でもいいので、予算つけていただけた

ら図書館員の方は大変喜んで、余市の歴史書も守

れると思います。無理ならば扇風機一台でもいい

ので、予算をつけていただきたいと思います。 

 次に行きます。無料配送システムを使った乳幼

児、高齢者おむつ定期便についてですが、これ民

間に任せるということだったのですが、やっぱり

町がバックにつくと、こういったシステムはもっ

とよくなっていくと思うのです。行政側の行政実

行力と民間のトドックとはもっと提携すれば、民

間は民間、行政は行政というよりも行政と民間合

わせて、一つの企業とか企業体にくみするのはい

かがなものと思いますが、トドックシステムとい

うのは非常に便利なもので、今はスマホとかデジ

タルとなっていますが、お年寄りの方はスマホで

注文というのはなかなか難しく、やっぱり私の周

りでもトドックは非常に便利だと。そういうとこ

ろで行政のほうから一歩踏み込んでうまく展開で

きればいいなと思っているのですが、やっぱりこ

れ可能性はないと見ていいのでしょうか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 13番、ジャストミートあ

たる議員の質問に答弁させていただきたいと思い

ます。 

 発言の趣旨がよく分からないのですけれども、

余市町がトドックを使うよう慫慂するという、そ

ういう意味だとしたら、既に必要な人はトドック

を使っているから、別に余市町がやらなくてもい

いのではないですかと思います。 

〇13番（ジャストミートあたる君） トドック使

っていればいいのではないかというと、何でも民

間がやっているのだから、それはやっていればい

いではないかということになると思うので、やっ

ぱり行政からこういったサービスがあるというこ

とで、お金を配って、自分で買えよというよりは
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行政が主体となってトドックにアクセスをし、管

理してもいいのではないかということ。それにつ

いて見解。 

〇議長（藤野博三君） ジャストミートあたる議

員に申し上げます。 

 一民間企業の議論になっていますので、本会議

場では一民間企業のシステムその他については発

言は控えていただきたいと思いますので、その辺

十分考慮した中で質問していただきたいと思いま

す。 

〇町長（齊藤啓輔君） 13番、ジャストミートあ

たる議員の質問に答弁させていただきたいと思い

ます。 

 先ほども申し上げたとおり、無料配送システム

を使ったおむつの定期便については、トドックも

そうかもしれませんけれども、いろいろな事業体

がやっているわけです。おむつのサブスクに関し

てはやっている自治体もありますし、うちに関し

ては手広く子育て支援について予算を配分してい

ると。その中でトドック使いたい人は使えばいい

しというようなスタイルを取っているわけですけ

れども、例えばほかの大きい自治体だったらクー

ポンを配って、そのクーポンで配送システムでお

むつを発注するということもやっているわけです

けれども、余市町の場合はそういう、事務手数料

もかかることから、現金で自分で使いたいところ

使ってくださいというシステムなわけです。すな

わち、自治体の規模に合った制度趣旨というのを

設計しているわけですから、どういうふうな支援

を行うか、これはジャストミートあたる議員もご

存じのとおり、予算の策定の権限は私にあります

ので、私のほうで適切だと思えばやるし、これは

制度設計的には合理的ではないと思えばやらない

と、そういう判断になるかと思います。 

〇13番（ジャストミートあたる君） 分かりまし

た。 

 この件に関しては以上です。 

 次です。北星高校についてなのですが、先ほど

交付すべきかどうか、申請が来て、適切ならば補

助するということだったのですが、私が一番何で

これにこだわるかというと、危惧しているのは余

市町での大麻の拡散なのです。この３人はネット

上で入手して、昨年の４月から秋にかけて町内の

海岸で吸引ということになって、新聞は報道され

ました。ということは、半年程度継続的に大麻を

海岸で吸っていたということになります。最低２

回です。内閣府大臣官房政府広報室政府広報オン

ラインによると、2022年、検挙された911人を調査

したところ、初めて大麻を使用した年齢が20歳未

満、これ52％、初めて大麻を使用したきっかけの

80％が友人、知人に誘われてとあります。つまり

統計から見て、この３人から半年の間に余市町の

同年代に広がっているおそれが十分にあるという

ことが推測されます。報道されていませんが、・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・、

補助金は適切ではないと思われますが、見解を伺

いたい。 

（「議事進行」の声あり） 

〇14番（大物 翔君） ただいまの質問の中で不

穏当と思われる発言が多々見受けられたかに感じ

ます。議長におかれましては精査の上、ご対応の

ほどよろしくお願いします。 

〇議長（藤野博三君） ただいまのジャストミー

トあたる議員の発言は、一部不穏当な発言が認め

られます。後刻記録を精査した中で措置したいと

思いますので、発言には十分注意して質問をして

いただきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

〇町長（齊藤啓輔君） 13番、ジャストミートあ

たる議員の質問に答弁させていただきたいと思い

ます。 
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 今議事進行が出たとおり、地方議会議員という

のは名誉棄損で訴えられますから、そこは気をつ

けて発言されたほうがいいと思います。すなわち、

大麻、北星余市……私が説明しなくてもいいかな。

議長のほうで説明していただければいいと思いま

すけれども、基本的にはこの質問内容についてだ

け答弁しますと、先ほど上がってきた申請書を基

に適切と判断するのであれば出すということに尽

きるかと思います。 

〇13番（ジャストミートあたる君） これ何言い

たかったかというと、今年以降の補助金を交付す

るに当たって今回の大麻問題は考慮されるのかど

うかということです。 

〇町長（齊藤啓輔君） 13番、ジャストミートあ

たる議員の質問に答弁させていただきたいと思い

ます。 

 私学に対する補助金と大麻問題とは別の論点で

ありまして、今回の事案に対する学園の対応が適

切だったかを基に判断することになりますけれど

も、今回の学園側の対応は町としては迅速で適切

に対応しているというふうに考えておりますの

で、この大麻の問題と北星余市高校からの補助金

の申請書に関しての関連性はありません。 

〇13番（ジャストミートあたる君） 同校は私学

助成金も数千万円入っていて、同グループ学園大

学にも数億円の補助金が支払われております。本

来なら戒めの意味を込めて打切りだと思うのです

が、やっぱり申請が来たら自動的にというか、必

ず補助しなければならないものなのでしょうか。 

〇議長（藤野博三君） ジャストミートあたる議

員に申し上げます。 

 私学助成金は余市の所管ではありませんので、

その辺は十分注意しながら質問していただきたい

と思います。 

〇町長（齊藤啓輔君） 13番、ジャストミートあ

たる議員の質問に答弁させていただきたいと思い

ます。 

 余市町の私学助成条例に基づく補助金に関して

は、先ほど来申し上げましたとおり、今回の問題

と補助の内容は別の論点ですので、上がってきた

申請内容が適切であれば補助金を出しますし、適

切でなければ今回は出せませんということにな

る、それだけの話です。 

〇13番（ジャストミートあたる君） 分かりまし

た。 

 この件に関しては以上です。 

 次です。今と昔のソーラン祭りの違いについて

なのですが、歩行者天国をつくって、会場設営で

きないかに対して予算不足と理由を述べられたの

ですが、昔はできていたわけです。やっぱりソー

ラン祭りに係る予算というのは、僕が小さかった

頃よりもどれぐらい縮小されているものなのでし

ょうか。分かればでよろしいです。 

〇町長（齊藤啓輔君） 13番、ジャストミートあ

たる議員の質問に答弁させていただきたいと思い

ます。 

 予算規模に関しては、コロナ禍からの経済的ダ

メージの影響による寄附金の減少などもありまし

て、例えば令和元年と令和５年との比較でいった

ら、令和元年ですと313件の寄附金で377万円だっ

たわけですが、令和５年だと186件で199万円の寄

附金というふうに減っているわけです。補正予算

で通りましたけれども、今年度に関しては、アサ

ヒビールが1,000万円入れていただいたので、それ

を原資に花火大会をやるということがあります

が、予算規模でいったらこのように減少している

というのが現実です。 

〇13番（ジャストミートあたる君） 今ちょっと

アーケードなくなってしまいましたが、旧大川ア

ーケード街を、例えばあそこを昔のように歩行者

天国にするには大体予算どれぐらいかかるかって

見積りは出ているのでしょうか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 13番、ジャストミートあ

たる議員の質問に答弁させていただきたいと思い
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ます。 

 歩行者天国に関する予算に関しては、手元には

ないので、算出はできません。 

〇13番（ジャストミートあたる君） ということ

は、予算がつけば歩行者天国は可能ということに

なりますでしょうか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 13番、ジャストミートあ

たる議員の質問に答弁させていただきたいと思い

ます。 

 別の質問かもしれませんが、先ほど来私、制度

趣旨ということを言っております。ソーラン祭り

の制度趣旨は何かということに立ち返ると、町民

向けにソーラン節の文化を継承するというのがソ

ーラン祭りの主な制度趣旨であって、それから発

生した祭りがソーラン祭り。一方で、町外の人々

を対象に余市町の特産品など楽しんでもらって、

それこそコスプレとかわいわいするというのは味

覚祭りとすみ分けができているわけです。そのほ

かに氏子の祭りでは余市神社祭り、この３つが主

な祭りなわけですけれども、そういう制度趣旨に

立ち返ったら、ソーラン祭りの本質的な意義は何

かといったら、やはりソーラン節、正調ソーラン

ですか、ソーラン太鼓ですか、余市の文化として

ソーラン節を継承するというのが制度趣旨なわけ

なので、歩行者天国はそれに付随するものです。

そういう視点に基づいてソーラン祭り実行委員会

のほうで議論をしているということがありまし

て、それこそ味覚祭りとソーラン祭りを統合して

一つにするほうが合理的ではないかという議論が

去年ありましたけれども、それはちょっと趣旨が

違うということで現状に至っているということな

ので、答弁に立ち返ると歩行者天国、わいわいし

ていいというのは分かりますけれども、それは果

たして祭りの趣旨に合うかなというのが一つ疑問

としてあるということです。 

〇13番（ジャストミートあたる君） 今開催され

ているのは、ＪＲ余市駅横特設会場となっていま

す。本来ソーラン祭り、ソーランとか、それから

ニシン漁とかソーラン節にこだわるならできるだ

け海が近いほうがいいと思うのです。町なかでソ

ーラン祭りをやってもやっぱりシリパも見えなけ

れば大川橋も行けないと。そういった文化でいう

ならば、海に近いほうがいいと思われます。僕は。

昔のアーケード街のところはステージも造られ

て、そこで太鼓もたたかれ、アーケード街で竜の

山車も動いて、非常に文化としては輝いていたと

いうか、そういったイメージなのですが、今はた

だのビアガーデンにしか思えないのです。こうい

ったもの一気に、やっぱり全部、余市祭りも本来

ならば余市神社でやればいいものを利便性を考え

て、駅前、いつもと同じところでやっていると。

余市祭りもソーラン祭りも同じ場所ではないかと

いうことなのです。そういった意味で特色も何も

なく、何か安く済むから、利便性がいいからとい

うことでなっていると思われてしまいます。スケ

ールダウン化は、やっぱり否めないなと思います。

時間もないもので、できれば昔のようなソーラン

祭りが開催されれば、もうちょっと余市の町もに

ぎやかになるのではないかと思います。答弁結構

です。 

〇議長（藤野博三君） ジャストミートあたる議

員の発言が終わりました。 

代表者会議、諸会議開催、さらに昼食も含め、

午後１時30分まで休憩します。 

休憩 午前１１時４０分 

                              

再開 午後 １時３０分 

〇議長（藤野博三君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行します。 

 発言順位８番、議席番号３番、岸本議員の発言

を許します。 

〇３番（岸本好且君） 令和６年余市町議会第２

回定例会に当たり、さきに通告しております質問
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を行います。町長におかれましては、答弁方よろ

しくお願いをいたします。 

 件名、都市公園予定地の周辺整備について。余

市町の都市計画公園の現況は、令和６年３月31日

現在、街区公園が８か所、近隣公園が２か所、地

区公園が１か所、運動公園が１か所が配置されて

いますが、そのうち街区公園の３か所が全面未供

用、近隣公園の１か所が一部未供用となっている

現状にあります。また、長期未着手公園である西

部公園は、配置計画の見直しの検討を進めるとあ

ります。本町の公園利用環境は、決してよいとは

言えません。公園は、町民の休息、観賞、散歩、

運動など多様な交流の場となるほか、各地域の住

環境の向上とともに、災害等に備える防災機能を

有する重要な施設の一つです。本町の地場産業と

美しい景観に合った各種公園の整備は、新たな価

値を生み、移住、定住、交流人口増につながるも

のと考えます。 

 余市川に隣接する都市公園予定地、余市町黒川

町1268番は、冬期間の町指定の雪捨場として使用

されているほかは活用されておらず、都市公園と

しての機能、さらに緊急時のヘリポート着陸場と

しての安全確保は喫緊の課題です。国道５号線の

動線に位置する都市公園予定地は、余市駅、中心

地より1.5キロメートルと近く、土地も広く、住宅

地に隣接している自然環境や公園としての立地条

件の整った地区です。また、当地区は仁木町と隣

接しており、将来は広域行政の中心地となる可能

性が考えられます。さらに、周辺の都市公園予定

地と一体となっている余市川や堤防は、町民の憩

いの場であり、かつては青少年活動、サッカーの

場でもありました。また、カヌー等のマリンスポ

ーツや中の川の野鳥観察、ジョギングやハイキン

グ等の健康づくりのコースとしても親しまれてお

り、余市川沿いの観光施設である宇宙記念館やニ

ッカウヰスキー北海道工場、桜並木の観光名所は

今年も多くの町民や観光客が訪れ、にぎわいを見

せていました。しかし、都市公園予定地の周辺整

備をこのまま放置すれば、公園周辺の活用や本来

の機能が失われ、大きな損失になると思われます。

このような都市公園予定地、町民の財産をさらに

活用し、将来を見越したまちづくりに期待する町

民も多いのではないでしょうか。 

 都市公園予定地は、先人たちが未来の子供たち

を自然の中で育み、成長することを強く望んで計

画されたと聞いております。昭和56年、1981年、

都市計画公園区域にすることが議会で議決され、

翌年の昭和57年、1982年から10年計画で用地の取

得を行っています。しかし、平成３年、1991年に

多目的運動場が整備されて開放されたにもかかわ

らず、都市計画公園区域に決定してから現在まで

42年の間都市公園予定地が都市計画決定されてい

ないことが地域住民の疑念や周辺整備に支障を来

してきたのではないでしょうか。都市公園にする

ために用地を取得したはずの現在の都市公園予定

地を本来の町民との約束である都市計画決定する

のが筋であると考えます。都市公園実現のため、

まずは早急に周辺整備に着手すべきと思います

が、町長の見解をお聞きします。以下、質問いた

します。 

 １、都市公園予定地として取得したはずの用地

が長期間都市計画決定に至らない理由は何か。 

 ２、現在町指定及び国、道指定の雪捨場として

いるが、今後雪捨場をほかの場所に変更する考え

はないか。 

 ３、緊急避難場所に指定されているが、津波、

洪水、土砂災害に対する安全性に影響ありと指摘

されているが、その対策について。 

 ４、雪解け水や雨水の影響により、特に春先は

地面の乾きが非常に遅い。排水溝の整備について。 

 ５、大型ダンプの走行による地盤沈下が年々進

行している。その対策について。 

 ６、隣接している中の川は雑木等により非常に

流れが悪い状況。バックウオーターが懸念される。
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道の河川管理者との連携について。 

 ７、町民全般と町外の多くの方々が利用できる

総合公園を造る考えはないか。 

 以上、質問いたします。よろしくお願いいたし

ます。 

〇町長（齊藤啓輔君） ３番、岸本議員の質問に

答弁します。 

 １点目の都市計画決定に至らない理由について

ですが、都市公園予定地については都市公園法に

基づき昭和56年に議会の議決をいただき、都市公

園区域としたところです。他方で、当該予定地に

ついては有効活用するため平成３年に多目的運動

場を整備し、利活用を図ってきました。その後社

会情勢の変化や人口減少などから今後の都市公園

の在り方については既存公園の活用や再編、ある

いは既存公園の長寿命化について重点的に取り組

む必要があることから、当該予定地については都

市計画法による都市計画決定には至っていませ

ん。 

 ２点目の雪捨場を他の場所に変更する考えはな

いかについてですが、除排雪業務の中央地区にお

いて現在と同等規模の敷地の確保が困難であるこ

と及び国道、道道管理者の維持管理にも影響があ

ることから、現状雪捨場を変更する考えはありま

せん。 

 ３点目の緊急避難場所の安全性についてです

が、都市公園予定地については地震、津波、土砂

災害時に一時的に命を守るために避難する場所、

指定緊急避難所として指定しています。旧ガイド

マップでは津波は除外しておりましたが、令和６

年２月修正版において再評価を行い、津波につい

ても適用としています。 

 ４点目の排水溝の整備についてですが、当該地

は現在雪捨場として活用しておりますが、春先の

雪解けや夏場の雨天時においても敷地内及び既存

の排水で処理ができていることから、排水溝を整

備する予定はありません。 

 ５点目の大型ダンプの走行による地盤沈下につ

いてですが、大型ダンプの走行による凹凸が発生

した際には、通行車両等への注意喚起や走行に支

障を来さないような維持管理での対策について適

時検討します。 

 ６点目の道の河川管理との連携についてです

が、都市公園予定地の通常巡回の中で河川支障物

などが確認された場合は、関係機関と情報共有を

図るとともに、河川施設の適切な維持管理につい

て要望していきます。 

 ７点目の総合公園を造る考えについてですが、

現在において余市町全体の都市公園面積が都市公

園等の整備水準を上回っており、今後人口減少を

見据えた中で既存公園の再編等の必要が生じてく

ることから、新たな公園を整備することは困難と

考えます。 

〇３番（岸本好且君） 答弁いただきました。何

点か再質問させていただきます。 

 １点目なのですけれども、町長が就任するはる

か前のお話なのですけれども、先ほど答弁ありま

したように、現在の都市公園予定地は、昭和56年

に都市計画公園区域、ちょっと資料見ましたらそ

れは当時の13回目の臨時会ということで、相当議

論を重ねた結果だと思います。それで、議決をさ

れて、現在に至っています。これまで様々な経過

がここはありました。ご承知のとおり歴史的には

無選別のごみを長年捨てていた。そのため、衛生

面からも問題が発生して、当時その解決策が急が

れて、いろいろな対応をした結果、当時の所有者、

土地を持っている方がごみの最終処分場の跡地に

ついては都市公園にするということで、当時土地

開発公社が代行して、町に土地を売却したと聞い

ております。しかし、42年も、約半世紀近くも公

園化が実現していない。様々な理由があるにして

も、この期間というのはあまりにも長い。このこ

とについて、はるか歴史には、町長が就任してま

だ２期目ですので、相当前のお話ですけれども、
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今現在町長は率直にこの状態にどのような感想を

お持ちですか。まず、お聞かせいただきたいと思

います。 

〇町長（齊藤啓輔君） ３番、岸本議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 様々な経緯を経て現在の状況に至っているわけ

ですが、かつて昭和36年に廃棄物の埋立てが開始

されて、55年に下水処理場を移そうとしたのだけ

れども、それを断念したというような歴史的な経

緯があるようです。ご承知のとおり、町営斎場を

そこに移転したらどうかという話もあって、ボー

リング調査を行った結果、廃棄物がやはり埋まっ

ているので、手をつけられないというような状態

が現状だと思いますので、今後の再質問にも絡ん

でくるかと思うのですが、手をつけられない状態

ではないのかなというふうに思います。 

〇３番（岸本好且君） 今火葬場の問題が出まし

たけれども、町長も、その選定に当たっては相当

ご苦労されたと思います。だからこそ私は、確か

に廃棄物が出た。ここには建物は建てれません。

今の法律でいくと、かなりリスクが高いと思いま

す。では、一方でそれでは立地条件も含めて何と

か条件をクリアして、それに代わるもの、まずは

公園ありきではなくて、この後の再質問に入って

いきますけれども、雪捨場を否定するものではあ

りませんけれども、周辺は今雪捨場になって、そ

の状況は非常に将来が見えていないので、全く整

備するような状況ではないというふうに私は感じ

ています。ですから、私はこれは来年、再来年と

いうことではなくて、可能であれば齊藤町長の就

任の間にある程度の道筋を、まずそういう価値の

ある、そして過去にそういう経緯があった土地だ

けに少しでも道筋を見つけていただきたいのが僕

らの希望だと思います。この点についてちょっと

もし見解あればお願いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ３番、岸本議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 もちろん岸本議員の近くの区画なので、何とか

というのは、整備してというのは分かるのですけ

れども、やはり人口減少していく中で公共施設の

再編整備というのは不可避でありまして、公園も

例に漏れず整理は不可避であります。その中で新

たに都市機能拡大というのはやはり想定される事

項ではないのではないかなというのが率直な見解

ではあります。 

〇３番（岸本好且君） 町長の考え方、これは今

そういう考えではなくて、ずっと過去からの、今

現在くぐってきてのお考えですので、私のほうも

ある程度の理解はしているつもりでございます。 

 １点目は終わります。 

 それで、２点目の雪捨場の、中央地区で大事な

雪捨場となって機能しています。私はこれを全部

ほかの場所にということではなく、今公園に向か

って左側は町指定の雪捨場、右側は国と道の雪捨

場に指定されていて、それぞれ道路維持の確保、

町民生活に多く寄与しているということで、大切

な場所であるということは私も重々承知していま

すが、同じ地域に２か所、それも特に国道、道道

の大量の雪が、敷地が狭いこともあると思うので

すけれども、山のように積み上げています。せめ

て可能であれば分散、これ可能かどうか含めて、

このままの状態をずっと続けていくのか、また道

との協議も、国との協議もあると思いますけれど

も、全くここしかないのかどうか、少し分散する

という考えはないのか再度お聞きします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ３番、岸本議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 雪捨場に関しても同等の敷地が確保できないと

いうことで、先ほどの答弁と同じになりますが、

現状雪捨場を変更することは考えていません。 

〇３番（岸本好且君） 雪捨場の関係でもう一点、

まず町指定の左側、それから国、道は右側なので

すけれども、搬入した後、特に町のほうは敷地が

広いこともあると思うのですけれども、積み重な
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っていなくてやや平らにならしています。国と道

のほうはピラミッドのように、見た方は分かると

思うのですけれども、真っ黒い雪が立ち上がって

いると。周りの景観のことも考えたら、ここはぜ

ひ何らかの形で再考する必要が私はあると思うの

ですけれども、国、道とはこのままあの場所でず

っとやっていくのか、話合いする余地があるのか、

その点だけちょっと１点お聞きしたいと思いま

す。 

〇町長（齊藤啓輔君） ３番、岸本議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 これも先ほどと同じなのですけれども、道道や

国道の管理者の維持管理にも影響が出るので、そ

こは変更するということは想定はしていないとい

うことです。 

〇３番（岸本好且君） そういう現状であるとい

うことを少しはちょっと分かっていただきたいと

いうことで再質問させていただきました。 

 この項は終わります。 

 ３点目に入ります。都市公園予定地は緊急避難

場所に指定されています。ハザードマップも改定

されておりますけれども、海抜５メーターの位置

で、グラウンドは緊急時のヘリポートになってい

ますし、火葬場のときの選定作業の委員会の報告

の中にもちょっと安全性に影響があると指摘され

ている事実もありますし、特に今回最近も起きて

います大規模の地震発生で地震よりも火災による

犠牲が多いのがずっと今続いております。余市は

過去にも大きな火災が発生して、大変だったので

すけれども、都市公園予定地とその周辺の河川敷

というのが火災の避難場所としてはほかの場所よ

り有効な場所だと思っています。やはり水があり

ますし、各地でそういう河川敷で有効な避難場所

ということで、余市町も無難で避難場所がありま

すけれども、町長は今のところ考えていらっしゃ

らないということですけれども、将来の防災公園

として私はそういう役割を果たせる場所と思って

いるのですが、町長、この関係で見解あればお聞

きしたいと思います。 

〇町長（齊藤啓輔君） ３番、岸本議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 これも先ほどの繰り返しになってしまいますけ

れども、一時的に命を守るために避難する場所と

して緊急避難所としては指定はしているので、防

災である程度一時的に避難するということは可能

だと思いますが、そこに何らかのインフラを整備

してというのは想定できないかと思います。 

〇３番（岸本好且君） 今町長からも答弁ありま

したけれども、あの周りは黒川地区で、余市の住

民は数多くの方が住んでいますし、もし大規模な

火災が発生したときは一時的な緊急避難所である

ことが決まっているわけですから、そのためには

今のままでいいのかどうかも含めて今後、ちょっ

と総合的に調査研究をしてはどうかということを

求めて、この項の質問は終わらせていただきます。 

 次、４点目なのですけれども、雪解け水の関係、

夏場の雨水、これからかなり豪雨の時期に入って

きました。特に春先は地面の乾きが非常に悪くて、

どうも排水溝が機能しているということはちょっ

と考えられないのです。町長は今できているとい

うご答弁だったのですけれども、どう見ても雪解

け水、雨もそうなのですけれども、ずっと５月の

連休近くまでそういう状態が続いている。ですか

ら、それが土地の荒れといいますか、そういう状

況につながっていると思います。想定されます。

特に右側の国と道の雪捨場の周辺がずっとそのよ

うな状態が続いていますので、すぐ川とかありま

すので、排水溝、そういう整備を進めるために、

道、国がどういうふうに状況見ているのか、ちょ

っと私も見てもらいたいですし、それはやっぱり

国、道との協議の必要性も十分あるかと思うので

すけれども、その点はどうですか。 

〇町長（齊藤啓輔君） ３番、岸本議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 
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 排水機能に関しては、春先の地面の乾きが遅い

というようなご指摘があるかと思いますが、担当

課に確認したところ、雪捨場以外の水の流出など

はなく、現状処理できているということですので、

道と国についても多分そういう認識だと思います

ので、特段ここで排水溝を整備するということは

あり得ないかと思います。 

〇３番（岸本好且君） 実は、あの周辺は桜並木

もあって、堤防についてはすごく大きくなって、

切らなければならないぐらい立派な桜咲いていま

す。ところが、特に、町指定のほうもそうなので

すけれども、植えた時期もあると思うのですけれ

ども、そこに植えた桜の成長が非常に遅い。それ

は枝折れだとか、全て雪捨場が原因だとは限らな

いと思いますけれども、どうも成長が著しく遅い

というのは、地盤もそうですけれども、そこの環

境が桜に適していないというふうに私は見るので

す。せっかく植えた、それも余市町ゆかりの関東

方面の皆さんから寄贈された桜の木も多く植樹し

ておりますので、やっぱり管理も含めて大切にし

たほうがよいかと思います。その対応について雪

捨場のところの桜の状況、今後やはり、ただ植え

たものでなくて、そういうゆかりのある方の寄贈

の桜ですので、大事にしなければならないという

観点からそのようにしたほうがよろしいかと思う

のですけれども、その点はどうですか。 

〇町長（齊藤啓輔君） ３番、岸本議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 排水溝を整備するには予算がかかるわけなので

すけれども、桜を守るために排水溝を整備すると

いうのはちょっと私の予算査定の中では多分廃止

される事項だというふうに思いますので、そうい

う考えは今のところありません。 

〇３番（岸本好且君） 桜のことは分かりました。

国、道の雪捨場の関係の側溝について、これ道に

は請求できませんか。あれはどういう契約になっ

ているかちょっと分かりませんけれども、雪が解

けて、きちんと管理をするまでというのはやっぱ

り国、道のほうの責任はあるような気はするので

すけれども、そこもし現在分かればお願いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ３番、岸本議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 相談はできると思いますけれども、今まで特段

排水については処理できているということなの

で、相談した実績はありませんけれども、それに

ついては担当のほうでやってもらうということで

いいかと思います。 

〇３番（岸本好且君） 見方によっても違うと思

うのですけれども、どうも機能していないような

感じ受けていますので、その辺ちょっと検証して

いただいて、国、道と折衝できるものについては、

今後ずっとあそこ雪捨場として考えているのであ

れば、なおさらそういう整備に力を入れていただ

きたいと思います。 

 この項終わります。 

 ５点目の大型ダンプの走行による道路の地盤沈

下ですけれども、これ年々地盤が下がっています。

２か所の雪捨場に搬入するダンプが降雪のピーク

には１日数百台、延べにしたら相当数のダンプが

都市公園予定地の左右に分かれて、積んでいると

きは左側で、雪を空けた後は右側通っていくので、

左側のほうがかなり沈んでいます。それで、これ

目視でも分かるぐらい下がっていまして、そこに、

今排水溝が機能しているような答弁でしたけれど

も、どうもそこにもどんどん、どんどん、低いで

すから、当然水が流れていて、歩くのに渡れない

ような状況になっております。一度早めに調査し

たほうがいいと思いますけれども、その点はどう

ですか。 

〇町長（齊藤啓輔君） ３番、岸本議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 先ほども申し上げましたとおり、車両の通行に

支障を来さないように維持管理を対策としてする

ということで、担当のほうで随時検討するという
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ことです。 

〇３番（岸本好且君） 調査したらいいと思いま

す。さらに、そこは水道も走っていると思うので

す。あれだけ下がっていると、多分いつも点検し

ているかどうか。ふだん使いませんからあれです

けれども、それもちょっと心配されますので、早

めの調査をぜひともしていただきたいと思いま

す。 

 この項終わります。 

 ６番目の中の川が、道の河川の関係者とか、こ

れ見たら多分びっくりすると思うのです。川の真

ん中に支障木が流れているのではなくて、そこに

入っているのです。そこに上流からの農業用のそ

ういう肥料のあれとかも引っかかっている状況。

流れが見えないのです。ですから、最近はずっと

起きていませんけれども、過去に豪雨があって、

それが黒川地区、赤井川のところのハウスにそれ

が流れて、ミニトマトの被害があったのが、最近

はないですから、あまり心配していないのかも分

かりませんけれども、間違いなくそういう状況が、

支障木の伐採が必要なところは何か所もある。こ

れぜひとも余市町から道の河川管理者にきちんと

情報提供して、早い対応してもらいたい。今間も

なく７月入ったら相当数の、今年は雨が多いよう

に聞いていますけれども、その対応はしてほしい

と思います。それへの対応、どのようになってい

ますか。 

〇町長（齊藤啓輔君） ３番、岸本議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 河川管理者である道との連携についてですけれ

ども、支障物が確認された際には担当のほうから

適時要望していくということになっています。 

〇３番（岸本好且君） 実際見てください。黒川

地区のハウスは、これからミニトマトの収穫時期、

最盛期を迎えます。都市公園周辺の河川管理と併

せて、中流に位置するハウスの農家の皆さんを水

害から守る意味では道との連携が大事だと思いま

すので、ぜひとも適正な対応を求めたいと思いま

す。 

 この項終わります。 

 最後の７点目の、私は総合公園って一応質問い

たしましたけれども、町長の言わんとすること十

分承知の上で私の考えもちょっとしゃべらせても

らいますけれども、確かに今余市町は運動公園が

あって、今町営球場も大規模な改修をして、いい

球場になるということで、全体がいい形になって

いくと思います。そして、これ今の話でなくて、

将来の話なのですけれども、私運動公園にこだわ

ったのは、一応標準としては10ヘクタール以上で、

50ヘクタールが標準になっていると思います。実

際今の公園予定地が敷地面積がどのぐらいあるか

分かりませんけれども、余市町に運動公園がある

ので、私は当面はいいと思いますけれども、ただ

余市町と隣接する仁木町との接点にある場所で

す。町長も火葬場の関係で立地条件がよいという

ことでそこ選定されたと思うのですけれども、こ

れ公園も同じことで、そういういい立地条件だか

らこそ今後人口減少だとか少子高齢化とか、今仁

木町も余市町もそうですけれども、あそこの場所

は接点ですので、将来広域の公園も、これはあく

までも将来の話ですけれども、そんな話も広がっ

て、できそうな場所でもありますので、今は公園

にこだわりませんけれども、公園の在り方を考え

る意味でぜひともまずは、先ほど来支障木の関係

だとか排水溝の関係だとか雪捨場の関係、桜も含

めて、そういう様々な支障を現在来しているのは

事実なのです。雪捨場だから何もそこ手をつけな

いということでなくて、雪捨場にしても排水溝も

含めてきちんと整理をしていくというのは重要な

ことだと思いますので、都市公園予定地の周辺の、

そこの農業者も含めて守っていくということも重

要な役割ですので、周辺整備できるところからぜ

ひおしていくように求めて、今回の質問終わらせ

ていただきます。 
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 終わります。 

〇議長（藤野博三君） 岸本議員の発言が終わり

ました。 

 これをもって一般質問を終結いたします。 

                              

〇議長（藤野博三君） お諮りいたします。 

 本日の会議は議事の都合により延会いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて延会することに決しま

した。 

 なお、明26日は会議規則第８条の規定に基づき、

午前10時から議会を再開いたします。 

 本日はこれにて延会いたします。 

延 会 午後 ２時０８分 
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